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【記載項目抜粋】 

2. 発災後における対応（6～7P） 
Q14 健康な避難者の滞在スペースにおける清掃や消毒は、どのように行えばよいでしょうか。 

2. 発災後における対応（7～8P） 
Q15 発熱、咳などの症状のある人の専用ゾーン、濃厚接触者の専用ゾーンでは、どんなことに注
意して対応すれば良いでしょうか。 

https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210513_bousai_58.pdf


2. 発災後における対応（8～9P）  
Q17 新型コロナウイルス感染症を発症した軽症者等の建物等について、どんなことに注意して対
応すれば良いでしょうか。 

2. 発災後における対応　（13P） 
Q25 汚れたリネン、衣服の洗濯にあたっては、どのように行えば良いですか。


